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#16-4 

【２月 1６日～２９日】 

〔モルドバの報道をもとに作成〕 

平成２８年３月１日 

在モルドバ大使館 

 

１．内政 

▼１７日，社会党と自由民主党は，大統領直接選挙制

導入に向けた憲法改正発議を憲法裁判所に提出。 

・２９日，憲法裁は本件を却下。憲法改正は大統領の選出・

解任のみでなく，統治システムや首相・議会議長の権限の

明確化等にも触れるべきとした。（参考：両党が同様の発議

を行うのは２回目であり，いずれも憲法裁が却下。憲法裁が

肯定的判断を行った場合に限り，６ヶ月が経過した後に議会

審議が可能となる。） 

・社会党は新たな発議を行う旨表明するとともに，再度の大

規模抗議運動を示唆。 

▼１９日，ナスタセ「尊厳と真実」代表の発言。 

・大統領直接選挙制が導入された場合，自身が立候補する

用意があることを表明。合わせて，直接選挙制導入に係るレ

ファレンダム実施のための署名を現行大統領の任期終了ま

でに集めるべく，活動を継続するとした。 

▼２１日，議会事務局は野党に対し，１月２０日のデ

モ活動により議会が受けた被害への弁償を請求。 

・社会党，我らの党，「尊厳と真実」に対し７５万レイを請求。 

▼ペトレンコ元議員の動向 

・２２日，裁判所は，未決拘禁中のペトレンコ元議員らにつき

拘置所から自宅拘禁への切り替えを決定。社会党議員の保

証によるもの。（参考：同元議員らは昨年９月，検事総局前で

デモを行ったことにより逮捕されていた。） 

・「ペ」元議員は，本件決定は２２～２３日にモルドバを訪問

する PACE共同報告者を欺くためであるとして批判。 

・２６日，裁判所は，欧州議会議員，欧州評議会議員会議議

員らの個人保証に基づく「ペ」元議員らの釈放請求を棄却。 

▼２３日，未決拘禁期間に関する憲法裁判所の判断。 

・未決拘禁期間は 1年を超えてはならないとした。 

▼２３日，社会党は，米国大使館，ルーマニア大使館

及びＮＡＴＯ情報センター前にてピケを実施。 

・約２００名が参加，モルドバ現政府を支援しないよう要求。 

▼２４日，市民プラットフォーム「尊厳と真実」の政党登

録が完了。 

▼２４日、政府閣議において、議員の不逮捕特権を緩

和する法案を承認。 

・法案は議会での審議に先立ち憲法裁判所に送付される。 

▼２５日、欧州統合に関する政府委員会は、主要な改

革アジェンダに関するロードマップを採択。 

▼２５日、政府は「ディアスポラ２０２５」国家計画を採

択。 

・政府、地方政府党とディアスポラのネットワークと協力の拡

大を目指すもので、モルドバ・ＥＵ連合協定の要求の一つ。 

・３０か国に５２万人のモルドバ人がいるとされている。 

▼２５日，議会春期会期第１回会合開催。 

・２４日に日程が決定されたもの。会合では，モルドバの安

定化・近代化に関する決議（司法，検察，銀行分野での改革

と，モルドバのＥＵへの方向性を確認）を採択。 

・検察に関する法を採択（発効は本年８月１日）。２６日、グリ

ン現検事総長は、右を欧州で最も優れた法の一つであると

して歓迎するとともに、辞任を表明。 

・自由民主党会派の新代表にデリウ議員が就任。 

・共産党は議員の「政治的移民」（政党乗り換え）に係る非難

決議を提案したが，否決。 

・社会党も複数の動議を行うも全て否決され，途中退席。 

▼２６日、キシニョフ控訴審裁判所は、フィラト元首相

の自宅拘禁への切り替えに係る訴えを棄却。 

２．外政 

▼１６～１７日、ティモフティ大統領ルーマニア訪問。 

・ヨハニス大統領と会談，モルドバ共和国勲章を授与。 

・チョロシュ首相、ポペスク＝タリチャーヌ上院議長と会談。 

▼１８日，フィリプ首相は，欧州評議会議員会議

(PACE)による対モルドバ・モニタリングの終了がモル

ドバ政府の優先課題である旨表明。 

▼１９日，ルプ民主党党首は EURONEST 議員会議共

同議長に選出。 

（参考：EURONEST 議員会議は欧州議会とウクライナ，モル

ドバ，ベラルーシ，アルメニア，アゼルバイジャン，グルジア

の議会間フォーラムで，東方パートナーシップの一環。） 

▼ゲルマン前外相が国連事務総長候補に（２２日報

道） 

・フィリプ首相から国連に書簡を発出。現在６人目の候補。 

▼２２～２３日，PACE共同報告者の来訪。 

・未決拘禁中のフィラト元首相及びペトレンコ元議員に面会

することが目的の一つ（ペトレンコ元議員は本件訪問に先立

ち自宅拘禁に切り替えられたため，面会は果たせず）。 

・カンドゥ議長，グリン検事総長，ヴォローニン共産党党首，

ピトリンチュク自由民主党副党首らと会談。 

・２６日，共同報告者は結論文書を発出。国民の間で政府・

議会に対する不信と国家がオリガルヒーに支配されていると

の考えが強いことを指摘。他方で，モルドバによる欧州評議

会の義務の履行につき確信を得たとして，司法の独立，メデ

ィアの独立，汚職対策，銀行セクター強化における改革を呼

びかけ。検察に関する法の採択とペトレンコ元議員事案に

おける進展を歓迎。 

▼２６日，欧州対外行動局及び欧州委員会関係者の

来訪。 

・２月１５日の外務理事会の結果を受け，３月半ばのＥＵ・モ

ルドバ連合理事会の準備のため。 
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・フィリプ首相と会談。首相より，汚職対策，中銀の独立性強

化，検察改革，再生可能なエネルギーといった，ＥＵモルド

バ連合協定の要求に係るモルドバの取り組みを説明。  

３．経済 

▼ロシア国際仲裁裁判所はモルドバガスの８．３億ド

ルの対ガスプロム債務を認定。（１５日報道） 

・２０１２年の天然ガス供給に係る債務についてガスプロムの

訴えを認めたもので，判決は昨年１０月３０日に発出された。 

▼政府は国営企業民営化を公示。（２２日報道） 

・ブランデー醸造企業，たばこ工場など，１７億レイ相当。 

▼２３～２９日，ＩＭＦ調査ミッションの来訪。 

・交渉マンデートは有さず。フィリプ首相，カンドゥ議長らと会

談。２０１６年予算案・予算財政政策についても協議。 

経済協力 

▼ルーマニアによる対モルドバ支援。 

・１５日，Lazrca 当地ルーマニア大使は，ルーマニアはモル

ドバの改革進捗状況に応じて年内に１．１億ユーロを供与す

る用意があるとした（注：昨年表明した１．５億ユーロの一部）。

また，５００万ユーロの幼稚園支援，１５００万ユーロの環境支

援を行うと述べた。 

・２９日，当地ルーマニア大使館は，２０１６年の同国外務省

開発援助予算の３５％がモルドバ向けで，司法・警察・農業・

教育・市民社会発展等の分野で２４５万ドルに上ると発表。 

▼１８日，政府は，ＥＢＲＤによる５００万ユーロのモル

ドバ道路公社改革支援に係る法案を承認。 

▼２４日，スイスによるモルドバの投資環境改革プロジ

ェクトが開始。 

・３年間のプロジェクトで，総額３２０万ドル。 

４．トランスニストリア 

▼１５日，シェフチュク「大統領」はロシア訪問。 

・ロゴジン副首相と会談。 

▼１６日，グバレフ・トランスニストリア問題露特別代表

がモルドバ訪問，ガルブル副首相兼外相と会談。 

・同問題の解決と「５＋２」協議の再開等につき話し合った。 

▼１６日，トランスニストリアの輸出に関する発表。 

・「ト」税関発表。２０１６年１月の対外貿易は９０７０万ドルで，

対前年同期比３９％減。うち輸出１４％減，輸入約５０％減。 

▼１８日，トランスニストリア初の軍事ドクトリン制定。 

・シェフチュク「大統領」が署名。「国家の主権と独立，領土

一体性および国境の不可侵」を守るためのもの。 

▼１８日，世銀代表団がティラスポリを訪問。 

・イグナチェフ外相代行と会談。 

▼２３日，バラン再統合問題担当副首相は在モルドバ

ＯＳＣＥ代表及びウクライナ大使とそれぞれ協議。 

・「５＋２」協議の再開につき話し合った。 

５．その他の情勢 

▼ウクライナ保安庁発表。（２４日報道） 

・トランスニストリア市民を中心に約４０名のモルドバ人がドネ

ツク州での戦闘にロシア勢力の一員として参加している由。 

▼２４日，アムネスティ・インターナショナルの発表。 

・２０１５年のモルドバの人権状況は悪化しており，更に悪化

しつつある，多元的マスメディアも阻害されていると指摘。 

６．各種統計 

▼２０１５年の平均給与。（国家統計局，２２日報道） 

・通年の平均は月額４，６１０．９レイ（２３０ドル）。対前年比１

０．５％増だが，インフレ率を換算した実質増は０．７％。 

・２０１５年１２月の平均は５，２２７．７レイ。分野別では金融・

保険が最も高く１０，６８５．４レイ，次にＩＴ，水道・光熱。 

▼２０１５年の対ルーマニア貿易。 

・輸出は５．３２億ドル（機械・機器類，金属類），輸入は８．２

億ドル（鉱物，機械・機器類）で，モルドバの最大貿易国。 

▼２４日，世論調査結果発表。 

・社会学・市場調査センターが実施。 

・政党支持率は，「我らの党」（１９．８％），社会党（１３％），

「尊厳と真実プラットフォーム」党８％，「行動と連帯」党（６％）。

社会党以外の既存政党は足切りライン（６％）を超えず。 

▼２９日，世論調査結果発表。 

・国際民主主義・議会主義・参政権モニタリング研究所が実

施。１，１９５名が対象。 

・回答者の８３％が大統領直接選挙制を支持。 

・信頼度調査では高い順に教会，マスメディア，科学アカデ

ミー。政党及び政府の信頼度は最下位。 

・政治家ではドドン社会党党首，ナスタセ「尊厳と真実プラッ

トフォーム」党党首，ウサトゥイ「我らの党」党首，サンドゥ元教

育大臣の順。 

・政党では社会党（１７％），「尊厳と真実」党（１４％），「我ら

の党」（１３％），欧州人民党（６．８％），民主党（６．６％），共

産党（６．１％）。 

・ＥＵとユーラシア経済連合のどちらを選好するかについて

は，ＥＵが３７％，ユーラシア経済連合が４０％。 

７．二国間関係 

▼２５日，ブマコフ駐日モルドバ大使が着任。 

▼２６日、ベルツ自由経済地域代表は、住友エレクトリ

ックが３０００万ユーロを投資する旨発表。 

・３５００名の雇用が見込まれるとした。 

 

（了） 


